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第第第第 1111 章章章章    鹿児島市公共下水道事業鹿児島市公共下水道事業鹿児島市公共下水道事業鹿児島市公共下水道事業基本構想基本構想基本構想基本構想策定策定策定策定のののの目的目的目的目的    

 

本市公共下水道事業は、その上位計画として、下水道法に基づき県により策

定された「鹿児島湾奥流域別下水道整備総合計画」があり、下水道の整備に関す

る基本方針や下水道により整備すべき区域などが定められています。また、関

連計画としては、鹿児島県の「21 世紀新かごしま総合計画」「鹿児島県下水道

等整備構想」、鹿児島市の「第四次鹿児島市総合計画」「鹿児島市都市マスタ

ープラン」「鹿児島市環境基本計画」などがあります。これらの上位・関連計

画と整合を図る中で、生活環境の改善、公共用水域の水質保全を目的として市

街化区域において公共下水道の整備を推進し、普及促進に努めてきました。 

一方、近年の厳しい社会・経済状況、少子高齢化の進行、情報公開による透

明性の確保など、下水道事業を取り巻く状況も大きく変化しており、また、健

全な水循環・良好な水環境の創出、環境負荷の少ない循環型社会の形成など下

水道に求められる役割も多様化してきています。 

このような中、本市の公共下水道事業計画である「鹿児島市公共下水道事業

第 9次変更計画」（認可計画）が平成 16 年度に最終年度を迎えることから、次

期認可計画の策定に先立って、これまで以上に本市の公共下水道事業の整備及

び管理の効率化を図り、市民から信頼され、より安定した事業運営を行ってい

くため、今後の目指すべき方向性やその実現に必要な施策などを示した基本構

想を策定するものであります。なお、一般的な下水道事業計画の体系のイメー

ジについて図１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体計画 
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基本構想（20年後を想定） 

長期計画（10～20 年） 

中期計画（5～10 年） 

短期計画（3～5年） 

基本構想 

図図図図１１１１    下水道事業計画下水道事業計画下水道事業計画下水道事業計画のののの体系体系体系体系のイメージのイメージのイメージのイメージ    

事業内容・規模の

決定 

事業の平準化･適

正化 

事業の執行 

事業目的及び目

標の設定 
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本市の下水道事業計画と、これに関係する計画の体系は以下のようになって

います。 

 

    

         

 

【鹿児島県策定計画】 

 

    上位計画             関連計画 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

【鹿児島市策定計画】 

 

                     関連計画 

   

  下水道事業計画 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認可計画 

  ・改築計画 

 

 

・中期財政計画 

（3ヵ年計画） 

実施計画 

鹿児島湾奥流域別 

下水道整備総合計画 
昭和 60 年 3月建設大臣承認 

                 
計画期間 
平成 13 年度から平成 22 年度 

              

  計画期間 

平成 8年度から平成 27 年度 

                

計画期間 

平成 7年度から平成 16 年度 

21 世紀かごしま総合計画 

鹿児島県下水道等整備構想 

鹿児島湾ブルー計画 

全体計画 

               
第四次鹿児島市総合計画 計画期間 

平成14年度から平成23年度 

 

鹿児島市都市マスタープラン 目標年次 

平成 13 年度から 20 年後 

 

鹿児島市農業プラン２１ 計画期間 

平成14年度から平成23年度 

鹿児島市環境基本計画 計画期間 

平成 12 年度から平成 23 年度 

 

鹿児島市水環境計画 

 

一般廃棄物処理基本計画 

    ゴミ処理基本計画 

    生活排水処理基本計画 

計画期間 

平成 12 年度から

平成 21 年度 

鹿児島市地域防災計画 

平成 9年度改定（水質保全目標の達

成について平成 17 年度を目指す） 

 

図図図図２２２２    下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業にににに関係関係関係関係するするするする計画計画計画計画のののの体系体系体系体系

基本構想 

事業計画 
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第第第第 2222 章章章章    鹿児島市公共下水道事業鹿児島市公共下水道事業鹿児島市公共下水道事業鹿児島市公共下水道事業のののの沿革沿革沿革沿革    

 

１ 鹿児島市公共下水道事業の整備の推移 

本市の下水道事業計画は、第１次計画として繁華街の山之口町を中心とす

る中央地区、城南地区など甲突川以北を対象とした計画を策定し昭和 27 年 5

月 7 日に下水道築造の認可を受け、昭和 30 年 11 月 29 日に錦江処理場での処

理を開始しました。これは、終末処理場を持つ公共下水道として全国で７番

目となっています。 

その後、処理区域を拡大するために昭和 35 年に第２次、昭和 43 年に第３

次の計画変更を行い、昭和 40 年代に入ると人口の増加により市街地周辺部に

造成された大規模住宅団地の下水道を緊急に整備する必要があったことから、

昭和 45 年に第４次計画の変更を行いました。昭和 46 年には新都市計画法に

より、市街化区域の線引きが行われ、市街化区域内の早急な下水道の完備を

目標に昭和 47 年に第５次の計画変更を行いました。この後、昭和 58 年には

第６次、昭和 61 年には第７次、平成 3年には第８次変更を行い現在では、平

成 7年に変更計画を行った第９次変更計画（平成 10 年一部変更）に基づき下

水道の整備を進めています。 

事業計画区域の拡大状況については図３、下水道事業認可の経緯について

は表１のとおりとなっています。 
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図図図図３３３３    鹿児島市公共下水道鹿児島市公共下水道鹿児島市公共下水道鹿児島市公共下水道のののの事業計画区域事業計画区域事業計画区域事業計画区域のののの拡拡拡拡大状況大状況大状況大状況    
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表表表表１１１１    鹿児島市公共下水道事業認可鹿児島市公共下水道事業認可鹿児島市公共下水道事業認可鹿児島市公共下水道事業認可のののの経緯経緯経緯経緯    

    

第

1

次

計

画

公
共
下
水
道
事
業

第
2
次
変
更
計
画

〃

第
3
次
変
更
計
画

〃

第
4
次
変
更
計
画

〃

（
一
部
変
更
）

第
4
次
変
更
計
画

〃

第
5
次
変
更
計
画

〃

（
一

部

変

更

）

第
5
次
変
更
計
画

〃

第
6
次
変
更
計
画

〃

第
7
次
変
更
計
画

〃

第
8
次
変
更
計
画

〃

第
9
次
変
更
計
画

〃

（
一

部

変

更

）

第
9
次
変
更
計
画

〃

施行年次 昭27～37 昭27～44 昭27～46 昭27～46 昭27～51 昭27～55 昭27～60 昭27～62 昭27～平2 昭27～平7 昭27～平12 昭27～平16

計画排水
処理面積
(ha)

300 650 850 1,210 1,486.2 3,278.2 3,529 4,450 5,670 6,430 6,920 7,013

計画排水
処理人口
(人)

70,000 140,000 160,000 200,000 200,000 380,000 405,000 400,000 455,000 470,000 505,000 518,000

　
事
業
名

　
　
　
　
　
区
分

計
画
排
水
処
理
区
域

　
中
央
・
城
南
・
上
町
地
区

　
左
記
地
区
・
中
洲
・
荒
田
地
区

　
左
記
地
区
・
城
西
地
区

　
原
良
・
武
岡
の
各
団
地
）

 
左
記
地
区
・
新
市
街
地
（
緑
ヶ
丘
・
伊
敷
・
城
山
・

　
左
記
地
区
・
2
号
用
地

　
空
港
跡
地
・
3
号
用
地
・
慈
眼
寺
団
地
・
草
牟
田

　
伊
敷
･
原
良
の
一
部
・
郡
元
・
紫
原
・
宇
宿
・
塩
屋
地
区
・

　
左
記
地
区

　
地
区
・
開
発
団
地
（
星
ヶ
峯
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
一
部
等
）

　
左
記
地
区
・
吉
野
第
一
地
区
・
坂
之
上
地
区
・
鹿
児
島
本
港
区
埋
立

　
隣
接
地

　
１
号
用
地
A
区
地
先
・
永
田
川
河
口
橋
・
鴨
池
港
）
・
慈
眼
寺
団
地

　
左
記
地
区
・
谷
山
第
二
地
区
及
び
そ
の
周
辺
地
区
・
臨
海
部
埋
立
（

　
谷
山
第
一
地
区
土
地
区
画
整
理
区
域

　
星
ヶ
峯
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

　
左
記
地
区

 
団
地
）

　
団
地
・
梶
原
迫
団
地
・
宇
宿
八
洲
ハ
イ
ツ
・
桜
ヶ
丘
団
地
・
亀
ヶ
原

 
新
市
街
地
（
千
年
団
地
・
祇
園
之
洲
・
武
岡
ハ
イ
ラ
ン
ド
・
せ
ば
る

　
左
記
地
区
・
甲
突
川
流
域
・
宇
宿
･
希
望
ヶ
丘
・
魚
見
ヶ
原
地
区

　
掛
之
下
地
区
・
錦
江
台
地
区
・
桜
川
第
二
地
区
・
中
山
・
1
号
用
地

　
域
・
田
上
団
地
・
西
郷
団
地
・
緑
ヶ
丘
団
地
・
谷
山
市
街
地
・
和
田

　
左
記
地
区
・
大
明
ヶ
丘
団
地
周
辺
地
区
・
坂
元
地
区
・
田
上
新
川
流

　
団
地
・
西
郷
団
地
・
宇
宿
中
間
地
区
・
大
峯
団
地
　
他

　
左
記
地
区
・
伊
敷
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
・
皇
徳
寺
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
・
花
野

 

２２２２    下水下水下水下水のののの排除方式排除方式排除方式排除方式    

        本市の下水の排除方式については、汚水と雨水を別々に排除する分流式を

採用しました。その理由としては、合流式の下水道が巨額の建設費を必要と

すること、本市の土質がシラス土壌で水の洗掘に対して非常に弱いため、多

雨気候の本市の場合は、降雨により側溝、水路等へ流入する土砂類の量も多

く、これが合流式による地下埋設管に流入すると、その排除に要する費用も

膨大になること、また、本市の市街地は、昭和 21 年に着手した戦災復興土地

区画整理事業に伴う道路側溝、水路等の整備が進んでいたことなどによるも

のであります。 
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第第第第 3333 章章章章    現状現状現状現状とととと課題課題課題課題    

            

１１１１    下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備状況状況状況状況    

（（（（現現現現状状状状））））    

・ 平成 14 年度末の普及率（行政区域内人口に対する処理区域内人口の割

合）は、83.0％となっており、近年の処理区域内人口は微増となってい

ます。（表２、図４参照） 

・ 土地区画整理事業区域内においては、同事業の進捗状況に合わせて下

水道の整備を行っています。 

・ 今後の整備予定地区（市街化区域内における現下水道事業認可区域外）

は、道路等の社会資本の整備が十分でなく、また、ある程度まとまって

整備できる地区は少ない状況にあります。 

 

            表表表表２２２２    下水道整備状況下水道整備状況下水道整備状況下水道整備状況    

年度

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

 項  目 単位

面      積 ha 28,976 28,976 28,979 28,979 28,979 28,979

人  口 (A) 人 545,647 546,549 547,100 547,591 549,100 550,141

面      積 ha 6,003 6,050 6,111 6,151 6,209 6,366

人  口 (B) 人 441,100 444,800 447,500 449,300 454,300 456,800

件　　　数 件 194,026 197,948 201,982 205,557 208,854 212,340

人  口 (C) 人 417,000 422,600 426,100 431,200 436,400 440,000

対行政区域 ％ 80.8 81.4 81.8 82.1 82.7 83.0

対処理区域 ％ 94.5 95.0 95.2 96.0 96.1 96.3

ｍ3/日 215,490 219,230 204,309 212,040 208,935 198,504

ｍ3/年 57,162,847 58,059,016 58,344,223 58,263,697 58,199,501 58,009,130

ｍ3/日 223,600 223,600 223,600 238,800 238,800 245,600

ｍ 1,748,007 1,764,523 1,786,592 1,801,840 1,818,616 1,886,040

行 政 区 域 内

１ 日 最 大 処 理 水 量

処 理 能 力

汚 水 管 延 長

年 間 総 有 収 水 量

普 及 率(B/A)

水洗化率(C/B)

処 理 区 域

処 理
（ 水 洗 化 ）
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（（（（課題課題課題課題））））     

・ 普及率は、平成 14 年度末において 83.0％に達しましたが、さらに下水

道計画区域における生活環境の改善を実現するため、整備を推進する必

要があります。 

・ 処理区域内の人口は、微増しているものの有収水量はほとんど増加し

ていないことから、下水道の整備が直接下水道使用料の増加に繋がって

いない状況になっています。 

・ 今後の整備予定地区は、事業の効率性を十分勘案し実施する必要があ

ります。 

    

2222    下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢    

（（（（現状現状現状現状））））        

・ 近年、鹿児島市においても、少子高齢化、出生率の低下などが進み、

人口増加率が低下しています。（図５参照） 

・ 第四次鹿児島市総合計画では、目標年度である平成 23 年度の行政区 

出典：水道・公共下水道事業年報 

図図図図４４４４    人口及人口及人口及人口及びびびび普及率普及率普及率普及率のののの推移推移推移推移 
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域内人口を 57 万人としています。 

・ 近年、節水意識の浸透や景気の低迷などの影響を受け、下水道の有収

水量は伸び悩んでいます。（図６参照） 

・ 過去 10 年間、水道事業の給水人口は増加しているものの、近年、総給

水量は減少傾向にあります。（図７参照） 

（（（（課題課題課題課題））））    

・ 今後下水道の整備を行っても有収水量の伸びが期待できず、下水道使

用料全体の増加が見込めない厳しい状況にあります。 

（千人) 歳 （千人)

（千人) 歳 （千人)
（鹿児島市の統計参照）

13,563
12,842

240,143人 265,217人

258,135人 293,963人
　６５～６９

　６０～６４

12,615
13,257

22,008
22,924
20,334

15,738

13,611
15,667
15,546

10

16,983
21,609
21,892
19,913
18,423
18,999

1,719
3,990
6,892

10,798

15 20 255 0 5025 20 15 10

　５～９

　０～４13,232
14,118

　１５～１９

　１０～１４

20,772

　２５～２９

　２０～２４

19,178
19,602

16,776

　３５～３９

　３０～３４

16,129
15,887

　４５～４９

　４０～４４

20,172
17,903

　７０～７４

　５５～５９

　５０～５４

15,309
20,427

生産年齢人口

年少人口

20,726
18,594
20,444

71 　９５～９９

532 　９０～９４

6,392

19,697

5 　１００　超

老年人口

10,455

1,751 　８５～８９

　８０～８４3,547
　７５～７９

23,539
22,656

13,664
15,883
17,580
17,249
18,292

5
48

109
18
0

340
1,100
2,612

凡　　例
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図図図図６６６６    有収水量有収水量有収水量有収水量（（（（汚水汚水汚水汚水））））のののの推移推移推移推移    
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図図図図７７７７    有収水量有収水量有収水量有収水量（（（（給水給水給水給水））））のののの推移推移推移推移 
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3333    災害対策災害対策災害対策災害対策    

（（（（現状現状現状現状))))    

・ 下水道施設に対する耐震基準が示されたのは、建設省監修の「下水道

施設地震対策指針と解説－１９８１年版－」が最初であり、それまでは、

一般の建築構造物や土木構造物の基準に基づいて設計・施工されていま

した。本市において、この指針が示される以前に建設された処理場は、

錦江処理場、1 号用地処理場、2 号用地処理場、南部処理場脇田分場と、

南部処理場の初期に建設された一部の構造物となっています。なお、「下

水道施設地震対策指針と解説」は、過去の地震災害を契機として見直さ

れています。（表３参照） 

・ 下水道施設が災害時においても機能し、また万一被災しても迅速な復

旧ができるよう、「鹿児島市水道局応急対策指針」を策定するとともに、

これに基づいた「応急対策活動マニュアル」も策定しています。 

（（（（課題課題課題課題）））） 

・ 既存の下水道施設は、その建設当時の基準に基づき必要な対策を講じ

てきましたが、最新の指針に示す耐震性能が確保されているのかどうか、

計画的に耐震診断を行い、耐震対策を検討する必要があります。 

・ 「鹿児島市水道局応急対策指針」に基づいて、地震等による下水道施

設の被災に備えた訓練、備蓄資機材の確保などの取り組みをさらに充実

させる必要があります。 
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表表表表３３３３    耐震対策耐震対策耐震対策耐震対策にににに関関関関するするするする主主主主なななな基準基準基準基準のののの改訂履歴改訂履歴改訂履歴改訂履歴とととと終末終末終末終末処理場処理場処理場処理場のののの建設時期建設時期建設時期建設時期    

年代 地震 終末処理場の建設時期 想定地震レベル

建築
施設

土木
施設

地盤

大正 関東大震災
大１３　市街地建築物法
　　　　　に耐震規定導入

三陸沖地震 昭８　ＲＣ構造計算基準

昭２２ 昭２２　ＲＣ構造計算基準　改訂
昭２３ 福井地震 昭２３　許容応力度　二体化
昭２４

昭２５ 昭２５　建築基準法施行令
昭２６
昭２７
昭２８
昭２９
昭３０
昭３１
昭３２
昭３３ 昭３３　ＲＣ構造計算基準　改訂
昭３４
昭３５
昭３６
昭３７ 昭３７　ＲＣ構造計算基準　改訂
昭３８
昭３９ 新潟地震 （液状化による構造物の沈下・傾斜）
昭４０
昭４１
昭４２
昭４３ 十勝沖地震
昭４４
昭４５
昭４６ 昭４６　ＲＣ構造計算基準　改訂 昭４６　道路橋耐震 中規模
昭４７ 昭４６　建築基準法施行令　改正 　　　　　　設計指針
昭４８
昭４９
昭５０ 移管は昭和６３年
昭５１
昭５２ 昭５２　既存鉄筋コンクリート構造物 昭５２　新耐震設計法
昭５３ 宮城沖地震 　　　　の耐震診断基準・改修設計指針 　　　　　（案）建設省
昭５４
昭５５ 昭５５　道路橋示方書Ⅴ 中規模

昭５６ 昭５６　建築基準法施行令　改正 　　　　　耐震設計編 昭56　下水道施設地震 大規模
昭５７ 　　　　（新耐震設計法） 　　　　　対策指針と解説
昭５８
昭５９ 沈砂池の建設
昭６０
昭６１
昭６２
昭６３
平１
平2 平２　道路橋示方書Ⅴ
平3 　　　　耐震設計編　改訂 谷山第１期設計(H8年度)
平4 （建設省の下水道施設の
平5 耐震設計に準拠）
平6 ※第一次提言（H7.4.11)
平7 兵庫県南部地震 平７　建築基準法施行令　改正 ※第二次提言（H7.8.3)
平8 平８　道路橋示方書Ⅴ 中規模 中規模 ※最終提言（H8.8月）

平9 　　　　耐震設計編　改訂　 平９　下水道施設の耐震 大規模 大規模
平10 　　　　　対策指針と解説
平11 南部22系設計（H11年度)
平12 （平9 下水道施設の
平13 耐震対策指針と解説)
平14 平１４　道路橋示方書Ⅴ　 平14　下水道施設耐震計算例

　　　　　耐震設計編　改訂

錦
江
甲

錦
江
乙

南
部

脇
田

備考
（近年に建設した

構造物の耐震基準）
建築関係の基準改訂履歴 ２

号
谷
山

１
号

日本道路協会関係
の指針の改訂履歴

日本下水道協会関係
の指針の改訂履歴

 

４４４４    水環境水環境水環境水環境    

（（（（現状現状現状現状））））    

・ 本市の主な河川のうち、2級河川である稲荷川、甲突川、新川、脇田川、

永田川、和田川の６河川について、環境基本法に基づく水質の環境基準

の達成状況を調査しています。これによると、各河川の水質は、近年改 
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善してきています。ただし、稲荷川の水車入口橋において環境基準が達

成されていません。（図８参照） 

 

図図図図８８８８    河川水質河川水質河川水質河川水質のののの経年変化経年変化経年変化経年変化    
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・ 鹿児島湾（錦江湾）では、年数回赤潮が発生し、平成 14 年度には２回

観測されています。 

・ 谷山処理場では、新しい水処理技術の導入により、一般的な標準活性

汚泥法より高度な処理（嫌気好気運転：特にリンの除去に優れている）

を実施しており、他の処理場と比べ放流水の水質は良好となっています。

（図９参照） 

・ 1 号用地処理場の放流水は、他の処理場と比べ、ＣＯＤ（化学的酸素要

求量）やＴ－Ｐ（全リン）などの除去率が悪くなっています。 

 

図図図図９９９９    放流水放流水放流水放流水のののの平均水質平均水質平均水質平均水質（（（（H14H14H14H14 年度年度年度年度））））    
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（（（（課題課題課題課題））））    

・ 河川の水質改善のためには、流域内の生活排水の対策が重要であり、

公共下水道整備の推進と、合併処理浄化槽の設置促進がさらに一体とな

った取り組みが必要です。 

・ 効率的でより良好な水処理を行うため、優れた水処理技術の導入を図

る必要があります。 
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５５５５    地球環境地球環境地球環境地球環境    

（（（（現状現状現状現状））））    

・ 「鹿児島市環境基本計画」では、地球温暖化の防止策として、省資源・

省エネルギーなどを推進し、二酸化炭素など温室効果ガスの削減に取り

組むことを目標として掲げています。 

・ 環境保全効果を可能な限り数値化し、その評価を明らかにするための

会計手法である「環境会計」について、環境省がその導入の促進に努め

ています。 

・ 環境マネジメントシステム（環境への負荷を低減させるために、事業

活動全般を管理・改善するための経営管理手法）の国際規格としてＩＳ

Ｏ１４００１がありますが、その認証取得が自治体にも求められていま

す。 

（（（（課題課題課題課題）））） 

・ 本市公共下水道事業の推進にあたっては、「鹿児島市環境基本計画」

の方針に沿って、さらに取り組む必要があります。 

・ 環境会計など、環境保全の取り組みを明らかにする具体的な手法の導

入について検討する必要があります。 

    

６６６６    下水道資源下水道資源下水道資源下水道資源リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル    

（（（（現状現状現状現状））））    

・ 現在、下水道から発生する下水汚泥は、全量堆肥化し有効利用してい

ます。 

・ 堆肥化以外の汚泥処分としては、焼却・溶融による処分を下水道事業

認可計画に位置付けています。 

・ 処理場内では、処理水の再利用を行っています。 

・ 建設副産物の発生の抑制や、利用促進に努めています。 

（（（（課題課題課題課題））））    

・ 今後、堆肥化製品の安定的な処分については、需要者の意向に左右さ 
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れるため見通しが難しい状況にあります。 

・ 下水汚泥量は、年々増加しているが現時点で下水汚泥堆肥化場の能力

１１０ｔ/日に対してほぼ限界にあります。 

・ 下水道事業認可計画に位置付けている焼却・溶融による処分は、処分

量の見通し、建設投資、維持管理などから、実施について十分見極める

必要があります。また、他の処分方法と比較すると、現時点においては

効率が悪くなることが考えられることから、新たな処分方法の検討が必

要となります。 

    

７７７７    下水道施設下水道施設下水道施設下水道施設    

（（（（現状現状現状現状））））    

            本市の管渠、ポンプ場、処理場等の施設の状況は以下のとおりとなって 

  います。 

①管渠 

・ 管渠は、平成 14 年度末で約 1,886km 布設されています。その内訳は、

ビニル管 約 1,256km、陶管 約 397km、ヒューム管 約 211km その他 

約 22km となっています。 

・ ヒューム管と陶管は、本市公共下水道の建設当初から使用されており、

老朽化が進んでいます。 

・ ヒューム管では、硫化水素による腐食など、陶管では木の根の侵入や、

ひび割れによる地下水の浸入などが見受けられます。 

②ポンプ場 

・ ポンプ場は、昭和 57 年に運転開始した上町中継ポンプ場（揚水能力 20

ｍ3/分）と昭和 49 年に運転開始した大明ヶ丘中継ポンプ場（揚水能力 7.5

ｍ3/分）の２箇所があります。 

③処理場 

ａ 錦江処理場 

・ 錦江処理場は、昭和 30 年に運転開始し、本市の中心部（中央地区、 
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城南地区、上町地区など）の汚水処理を中心に行っています。 

・ 水処理については、公称能力 44,000ｍ3/日となっていますが、最初 

沈殿池がないことなどから、平成８年度に処理能力の見直しを行い、 

35,000ｍ3/日としています。 

・ 汚泥は、昭和 63 年 4 月から南部処理場へ圧送し、処理しています。 

・ 甲系の構造物の一部が平成 17 年度に耐用年数に達し、その後、順次 

耐用年数を迎えることとなります。 

  ｂ 南部処理場 

・ 南部処理場は、昭和 54 年に運転開始し、吉野地区、伊敷地区、城西 

地区、武・田上地区、鴨池地区などの既成市街地のほか、現在は永田 

川以北の臨海埋立部（3号用地、4号用地）などの汚水を処理している 

本市で最も大きい処理場です。 

・ 水処理については、平成 14 年度末現在の公称能力 149,600ｍ3/日と

なっています。 

・ 汚泥処理については、錦江処理場、2号用地処理場、南部処理場脇田 

分場の分も受け持っています。    

ｃ 南部処理場脇田分場 

・ 南部処理場脇田分場は、当初、大学病院や食肉センターの排水を早

急に処理する必要があり、南部処理場に先駆けて昭和 49 年 3 月に運転

開始しましたが、現在では食肉センターが移転するなど、当初の目的

が薄れてきています。 

・ 水処理については、公称能力 9,600ｍ3/日となっています。 

・ 汚泥は、南部処理場へ圧送し処理しています。 

  ｄ 谷山処理場 

・ 谷山処理場は、平成 12 年度に運転開始し、永田川以南の旧谷山市街

地や慈眼寺団地などの汚水を処理しています。 

・ 水処理については、平成 14 年度末現在の公称能力 15,200ｍ3/日とな 

っています。 
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・ 汚泥は、1号用地処理場に圧送し処理しています。 

ｅ 1 号用地処理場 

・ 1 号用地処理場は、鹿児島臨海工業地帯 1号用地から発生する汚水を

処理するために、鹿児島開発事業団が昭和 53 年に建設し、昭和 63 年

に本市に移管された施設です。 

・ 本処理場のみが回転円板法による水処理を行っており、公称能力 

16,200ｍ3/日となっていますが、平成８年度に処理能力の見直しを行 

い、12,000ｍ3/日としています。 

・ 回転円板法による水処理は、ＣＯＤ、Ｔ－Ｐ（全リン）などの除 

去率が悪くなっています。 

・ 汚泥処理については、嫌気性消化を行っており、谷山処理場の汚 

泥を全量受け入れています。 

ｆ ２号用地処理場 

・ ２号用地処理場は、鹿児島臨海工業地帯２号用地から発生する汚水

を処理するために建設され、昭和 47 年に運転開始しています。    

・ 水処理については、公称能力 11,000ｍ3/日となっています。 

・ 汚泥は、南部処理場へ圧送し処理しています。 

④下水汚泥堆肥化場 

・ 下水汚泥堆肥化場は、昭和 56 年に運転開始し、全処理場から発生す

る汚泥の脱水ケーキを受け入れて堆肥化しています。 

・ 公称能力１１０ｔ/日となっていますが、平成 14 年度末現在におい

て、ほぼ能力の限界に達しています。 

⑤その他 

・ 電気・機械設備は、機器数にして平成 13 年度末で約 4,800 点ありま

す。このうち、標準耐用年数を経過したものが 2,000 点以上あります

が、改良・修繕等により可能な限り延命化に努めています。 

・ 悪臭防止法に基づく本市の規制地域・規制基準が変更され、平成 15

年 7 月 1 日に施行されました。変更内容として、規制地域については、
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工業専用地域などが新たに指定され、全処理場と下水汚泥堆肥化場が

規制の対象となりました。規制基準については、「特定悪臭物質濃度

による規制」から「臭気指数（人の嗅覚で測定）による規制」に変更

されました。 

（（（（課題課題課題課題））））    

・ 管渠は、今後老朽化した施設が増加してくることから、さらに計画

的に老朽化の状況を把握し対策を講じる必要があります。    

・ ポンプ場、処理場、下水汚泥堆肥化場の改築の実施に当たっては、

現在においても計画的に行ってきているが、今後さらに改築対象施設

等が増加します。 

・ 下水汚泥堆肥化場は、ほぼ能力の限界にあるため、今後の汚泥量の

増加に対する対策並びに臭気対策を講じる必要があります。 

    

8888    下水道下水道下水道下水道施設施設施設施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理    

（（（（現状現状現状現状））））    

本市の管渠、ポンプ場、処理場等の維持管理状況は、以下のとおりとな

っています。 

①管渠 

・ 管渠の維持管理は、日常のパトロールによる点検、テレビカメラな

どによる陶管や主要な幹線の調査のほか、修繕と管渠清掃を中心に行

っています。 

・ 施設情報及び維持管理情報を管理する施設台帳については、管渠延

長調書、マンホール及びます調書、施設平面図等を図書類として保管

しています。 

②ポンプ場・処理場・下水汚泥堆肥化場 

・ ポンプ場・処理場・下水汚泥堆肥化場の維持管理は、日常点検、定

期点検などのほか、機器の長時間運転による磨耗、経年劣化などが生

じた構成部品について適時修繕を行うなどして機能の維持に努めてい
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ます。なお、ポンプ場は無人による遠隔監視・制御を行っています。 

・ 施設情報及び維持管理情報を管理する施設台帳については、処理施

設の構造及び能力に関する調書や、設備の点検、修繕履歴などを記録

する設備台帳などを図書類として保管しています。 

（（（（課題課題課題課題））））    

・ 今後、布設経過年数の長い管渠が増大するため、適切な維持管理に

努め、調査・修繕等の計画的な対応を行う必要があります。 

・ 本市の終末処理場は 6 箇所ありますが、南部処理場以外は小規模で

あり、また、分散していることにより維持管理が非効率となっていま

す。 

・ 施設台帳を電子化し、施設情報、維持管理情報の共有化を図ること

により、今後の経営、維持管理を効率的に行う必要があります。 

9999    経営経営経営経営    

（（（（現状現状現状現状））））    

・ 経営状態は、他の同規模都市と比較した場合、使用料単価を低く抑

えているが、使用料回収率が高いため、比較的健全と言えます。 

（図 10 参照）  

・ 財政状況の見通しを立てるために、3年ごとに中期財政計画を策定し

ています。 

・ ホームページ、市政広報紙、市政広報告知番組による情報公開やパ

ンフレットの配布などを行い、市民に対して下水道事業への理解を深

める努力をしています。 

・ 市民の意見を聴く機会の 1 つとして、水道モニター制度や市政出前

トーク制度を導入しています。 

・ 経営面で重要な案件については、学識経験者や民間の委員などで構

成される経営審議会に意見、提言を求めています。 

・ 近年、有収水量は伸び悩み、使用料収入は増加していません。 
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図図図図 10101010    使用料単価使用料単価使用料単価使用料単価とととと使用料回収率使用料回収率使用料回収率使用料回収率のののの比較比較比較比較    

使用料単価と使用料回収率

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

全
国

組
合

１万
人

未
満

１万
人

以
上

３万
人

以
上

５万
人

以
上

10
万

人
以

上

政
令

市
（都

区
部

を
含

む
）

鹿
児

島
市

円
／

m
3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

％

使用料単価 使用料回収率

 

（平成 12 年度版 下水道統計より作成） 

（（（（課題課題課題課題））））    

・ 今後、有収水量の伸び悩みや、一人当たりの使用水量の減少などによ

り、面的な整備を行っても使用料収入の伸びは期待できません。 

・ 厳しい下水道事業運営について理解してもらうためには、より一層市

民へのアピールが必要となります。 

・ 収入の増加に繋がらない施設の改築が増加してきています。 

・ 使用料収入が増加していないことから、新たな投資に対する資金の確

保が困難となってきています。 
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第第第第 4444 章章章章    下水道計画下水道計画下水道計画下水道計画のののの基本事項基本事項基本事項基本事項    

 

本基本構想での下水道計画諸元の概要は、以下のとおりです。 

 

１１１１    計画区域計画区域計画区域計画区域    

  下水道計画区域は、市街化区域全域を基本とします。 

 

２２２２    目標年度目標年度目標年度目標年度    

  本構想は、概ね 20 年後の平成 35 年を想定しています。 

 

３３３３    下水道計画人口下水道計画人口下水道計画人口下水道計画人口    

  平成 35 年度の行政区域内人口を 570,000 人、そのうち市街化区域内人口 

を 534,400 人と予測し、これを計画人口として各処理区別としては表４の

ように設定しました。 

 

表表表表 4444    処理区別処理区別処理区別処理区別のののの計画計画計画計画人口人口人口人口          
処 理 区 計画人口（H35） 

錦    江 ３７，６００人 

南    部 ３２５，７００人 

谷    山 １６９，４００人 

1 号用地 ０人 

2 号用地 １，７００人 

総    計 ５３４，４００人 

 

４４４４    計画汚水量計画汚水量計画汚水量計画汚水量    

   計画汚水量は、過去の実績をふまえた推計を行い、生活汚水、営業汚 

水、工場排水、その他排水、地下水に区分し設定しました。（表 5参照） 

 

表表表表 5555    計画汚水量計画汚水量計画汚水量計画汚水量のののの設定値設定値設定値設定値    
日平均汚水量日平均汚水量日平均汚水量日平均汚水量                               （単位：ｍ3/日） 
処理区 生活汚水 営業汚水 工場排水 その他 地下水 合計 
錦 江 １０，０８０ １２，２６４ １７１ １１０ ２，７９３ ２５，４１８ 

南 部 ８７，３０２ ２０，００７ ７８８ ３，５２２ １３，４１３ １２５，０３２ 

谷 山 ４５，３９２ ７，２２１ ２６７ １，７０５ ６，５７７ ６１，１６２ 

1 号 ― ７８３ ７５３ ３６９ ９８ ２，００３ 

2 号 ４４６ ９９１ ４，０２１ １３７ １８０ ５，７７４ 

総 計 １４３，２１９ ４１，２６６ ６，０００ ５，８４３ ２３，０６１ ２１９，３８９ 

    

日最大汚水量日最大汚水量日最大汚水量日最大汚水量                                    （単位：ｍ3/日）  
処理区 生活汚水 営業汚水 工場排水 その他 地下水 合計 
錦 江 １２，６００ １５，３３１ １７１ １３７ ２，７９３ ３１，０３２ 

南 部 １０９，１２６ ２５，００８ ７８８ ４，１２７ １３，４１３ １５２，４６２ 

谷 山 ５６，７４１ ９，０２６ ２６７ １，８８７ ６，５７７ ７４，４９８ 

1 号 ― ９７９ ７５３ ４６１ ９８ ２，２９１ 

2 号 ５５７ １，２３９ ４，０２１ １７１ １８０ ６，１６８ 

総 計 １７９，０２４ ５１，５８３ ６，０００ ６，７８３ ２３，０６１ ２６６，４５１ 
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第第第第 5555 章章章章    基本構想基本構想基本構想基本構想のののの体系体系体系体系    

  

下水道事業の主たる役割は、生活環境の改善、公共用水域の水質保全で

あり、これまで鹿児島市もその達成のために整備を推進してきました。 

これらの役割は、今後とも下水道事業の重要な役割として位置付けられ

るべきものでありますが、近年の厳しい社会・経済状況、少子高齢化の進

行、情報公開による透明性の確保など、下水道事業を取り巻く状況も大き

く変化しており、また、健全な水循環・良好な水環境の創出、環境負荷の

少ない循環型社会の形成など下水道に求められる役割も多様化してきてい

ます。 

これらに対応するため、以下３つの目的を本市公共下水道事業の柱とし、 

その目的を達成するために、それぞれに行動目標を掲げ、さらにその具

体化を図るための施策を展開していきます。 

 

目的１ 快適な生活環境の確保 

目的２ 良好な地球環境の保全 

目的３ 安定した下水道事業の運営と信頼性の向上 

 

 基本構想の体系は、図１２のとおりとなります。 
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図図図図１２１２１２１２    基本構想基本構想基本構想基本構想のののの体系体系体系体系のののの概念図概念図概念図概念図    

 

 

 

公共公共公共公共下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの柱柱柱柱とととと    ３３３３つのつのつのつの目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するするするする    

            なるなるなるなる３３３３つのつのつのつの目的目的目的目的                                                ためのためのためのための行動目標行動目標行動目標行動目標    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的目的目的目的１１１１    快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境のののの確保確保確保確保    

 市民の快適な生活環境を確保するた

めに、下水道の整備を推進するととも

に、災害時においてもその機能が維持で

きるような施設づくりに努めます。 

目的目的目的目的２２２２    良好良好良好良好なななな地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全    

   良好な地球環境の保全のために、環境 

に優しい下水道事業の実施に努めます。 

目的目的目的目的３３３３    安定安定安定安定したしたしたした下水道事下水道事下水道事下水道事業業業業のののの運営運営運営運営とととと

信頼性信頼性信頼性信頼性のののの向上向上向上向上    
    

    安定した下水道事業の運営と信頼性 

の向上のために、効率的な事業の推進

と市民に信頼される事業の運営に努め

ます。   

行動目標 1 下水道の整備と普及

促進 

行動目標 2 災害時の機能維持 

行動目標 3 公共用水域の水質 

保全 

行動目標 4 地球環境への配慮 

行動目標 6 処理場の再編 

行動目標 7 効率的な維持管理 

行動目標 8 信頼性の向上 

施策 

の 

展開 
行動目標 5 リサイクル社会の 

実現 
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目的目的目的目的１１１１    快適快適快適快適なななな生活生活生活生活環境環境環境環境のののの確保確保確保確保    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        施策１ 処理区域の拡大を図る。 

   施策２ 将来を見据えた処理施設の整備を行う。 

  施策３ 処理区域内における未水洗家屋の解消に努める。 

     

 

 

 

行動行動行動行動目標目標目標目標１１１１    下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備とととと普及促進普及促進普及促進普及促進    

※１市街化区域内において、重要な都市施設としての下水道の整備を推進す

るとともに、※２処理区域内における水洗化の普及促進に努め、市民の快適

な生活環境の確保を図ります。 

 

【施策の展開】 

処理区域の拡大にあたっては、今後のまちづくりと調整を図りながら計

画的な施設整備を行います。特に処理場の増設は市民生活における排除汚

水量の動向を見極めながら整備を行います。また、整備効果を効率よく発

揮するために、処理区域内における未水洗家屋の解消に努めます。 

 

 

市民市民市民市民のののの快適快適快適快適なななな生活環境生活環境生活環境生活環境をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために、、、、下水道下水道下水道下水道のののの整備整備整備整備をををを推進推進推進推進するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、災害時災害時災害時災害時においてもそのにおいてもそのにおいてもそのにおいてもその機能機能機能機能がががが維持維持維持維持できるようなできるようなできるようなできるような施設施設施設施設づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めますめますめますめます。。。。    

目的１ 快適な生活環境の確保 

行動目標１ 下水道の整備と普及促進 

目的目的目的目的１１１１のののの体系体系体系体系    

行動目標２ 災害時の機能維持 
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施   策 内   容 

（施策１） 

処理区域の拡大を図る。 

・処理区域の拡大については、効率的な整備に

努め、土地区画整理事業など面的な事業との

調整を図りながら計画的に行う。 

・自然流下での排除が困難な地区についても、

公共下水道への接続ができるよう努める。 

（施策２） 

将来を見据えた処理施

設の整備を行う。 

・処理施設の整備については、生活汚水量の原

単位などの傾向を適切に把握した上で、将来

を見据えた整備計画に基づき実施する。 

（施策３） 

処理区域内における未

水洗家屋の解消に努め

る。 

・未水洗家屋の個別訪問や、広報紙による普及

促進に努める。 

・融資あっせん制度や助成制度の利用の促進を

図る。 

 

※※※※１１１１市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域    

都市計画法により、計画的な秩序あるまちづくりのために、都市計画区域を定め、市街化を促進す

る区域を市街化区域、市街化を抑制する区域を市街化調整区域として定める。 

※※※※２２２２処理区域処理区域処理区域処理区域    

  下水道管渠の整備により、下水を終末処理場で処理することができる区域を言う。 
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                        施策４ 下水道施設の耐震性の向上を図る。 

                  施策５ 災害時に備えた対策を図る。 

    

    

    

行動行動行動行動目標目標目標目標２２２２    災害時災害時災害時災害時のののの機能維持機能維持機能維持機能維持    

下水道施設は、災害によりその機能を失うと市民生活に多大な影響を与

えるため、災害時においても下水道の機能が維持できるよう施設の整備を

行います。また、被災により機能に支障が生じた場合における迅速な復旧

対策を講じます。 

    

【施策の展開】 

今後、地震などの災害に耐え得る施設とするため、耐震設計基準に基づ

いた施設とするとともに、基準に適合しない施設については改築時に必要

に応じて対策を講じることとします。また、災害時において下水道施設が

被害を受けた場合、迅速に復旧が行えるよう、平常時より備蓄資機材の確

保や災害対策の組織、応援体制の確立など、災害時に備えた対策を講じま

す。 

 

 

 

視点２ 安心･安全な社会生活のために 

行動目標２ 災害時の機能維持 

目的１ 快適な生活環境の確保 

目的目的目的目的１１１１のののの体系体系体系体系    

行動目標１ 下水道の整備と普及促進 
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施   策 内   容 

（施策４） 

下水道施設の耐震性の

向上を図る。 

・新しく設置する施設は、最新の耐震設計基準

により耐震対策を行う。 

・既存の施設については、改築時に必要に応じ

て対策を講じる。 

（施策５） 

災害時に備えた対策を

図る。 

・災害時に備えて平常時から備蓄資材の確保

や、協力体制の確立、訓練の実施などを行う。 

・非常時においては、被災処理場の機能を補完

できるよう、処理場間の連携を図って、可能

な限りの汚水処理を行う。 
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目的目的目的目的２２２２    良好良好良好良好なななな地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
施策６ 河川及び海域への流出負荷の低減に努める。 

 

 

 

 

行動行動行動行動目標目標目標目標３３３３    公共用水域公共用水域公共用水域公共用水域のののの水質保全水質保全水質保全水質保全    

下水道の整備は、河川や海域など、公共用水域の水質保全に有効な手段 

  であるため、その整備を推進し流出負荷の低減に努めます。 

   

【施策の展開】 

河川や海域における公共用水域の水質保全のためには、流域の生活排

水処理対策が重要であり、公共下水道事業は、市街化区域内において整

備を行い、効率的な流出負荷の低減に努めます。 

 

 

 

 

    良好良好良好良好なななな地球環境地球環境地球環境地球環境のののの保全保全保全保全のためにのためにのためにのために、、、、環境環境環境環境にににに優優優優しいしいしいしい下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの実施実施実施実施にににに努努努努    

めますめますめますめます。。。。    

 

目的２ 良好な地球環境の保全 

目的目的目的目的２２２２のののの体系体系体系体系    

行動目標３ 公共用水域の水質保全 

行動目標４ 地球環境への配慮 

行動目標５ リサイクル社会の実現 
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施   策 内   容 

（施策６） 

河川及び海域への流出負

荷の低減に努める。 

・公共下水道事業計画区域内における下水道の

整備を図り、生活雑排水が公共用水域へ流入

することによる負荷の低減に努める。 

・処理場から排出する放流水の水質について

は、より優れた水処理技術の導入を図り、経

済的・効率的な流出負荷の低減に努める。 
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                                施策７ 環境改善に向けたシステムの導入を図る。 
         施策８ 省エネルギー対策を推進する。 

         施策９ 温室効果ガス発生の抑制に努める。  

    

    

    

    

行動行動行動行動目標目標目標目標４４４４    地球環境地球環境地球環境地球環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮    

  下水道事業の推進、継続において、※１ＬＣＡ（ライフサイクルアセス

メント）の観点から、施設の建設や管理の各段階における資源・エネル

ギーの消費抑制を行うことにより地球環境へ配慮します。 

  

【施策の展開】 

地球環境への配慮として、環境改善に繋がる有効な取り組みを行いま

す。また、下水処理場は多量のエネルギーを消費するプラント施設であ

るため、省エネルギーの推進や温室効果ガスの発生の抑制に努めます。 

    

※※※※１１１１ＬＣＡＬＣＡＬＣＡＬＣＡ（（（（ライフサイクライフサイクライフサイクライフサイクルアセスメントルアセスメントルアセスメントルアセスメント））））    

                人工物が作られてから捨てられるまでどれだけ環境に影響を与えるか、「人工物の一生」を環境 

への影響で捉える評価システム。下水道事業においては、水処理、汚泥処理を行うにあたって必要 

とする施設、設備などの製造過程から、運転で消費するエネルギー、廃棄やリサイクルで消費する 

エネルギーなどを定量的、客観的に評価することとなる。 

 

 

目的２ 良好な地球環境の保全 

目的目的目的目的２２２２のののの体系体系体系体系    

行動目標３ 公共用水域の水質保全 

行動目標４ 地球環境への配慮 

行動目標５ リサイクル社会の実現 
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施   策 内   容 

（施策７） 

環境改善に向けたシス

テムの導入を図る。 

  

・鹿児島市環境基本計画に基づく率先行動計画

を推進する。 

・※２ＩＳＯ１４００１（環境マネジメントシス

テムの国際規格）の取得に努める。 

・※３環境会計の導入を図る。 

（施策８） 

省エネルギー対策を推

進する。 

 

・処理施設の集約化や、効率化（省エネ型の設

備導入など）を図る。 

・効率的な処理場運転管理の推進に努める。 

・技術開発の動向や経済性を見極め、未利用エ

ネルギーの活用に努める。 

（施策９） 

※４温室効果ガス発生の

抑制に努める。 

・処理場の集約化や効率化を図る。 

・効率的な処理場運転管理の推進に努める。 

・公用車については、環境負荷の少ない低公害

車の導入を進める。 

    

※※※※２２２２ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ１１１１４００１４００１４００１４００１    

ＩＳＯ１４００１は、環境マネジメントシステムの公式認証基準を規定した国際規格。組織が

経済活動を行う場合に、環境保全活動を自主的・継続的に行うことを目的としており、その取り

組みを公に示すことが可能となる。 

※※※※３３３３環境会計環境会計環境会計環境会計        

環境活動に対して、どれだけ費用、資源を投入し、それによってどれだけの効果を生んだか測

定する手法。組織が環境施策を効率的、効果的に進めていくためのツールとして、また、環境活

動の取り組みを市民に知ってもらうために有効な方法である。 

※※※※４４４４温室効果温室効果温室効果温室効果ガスガスガスガス    

地表面から放出される赤外線を吸収し、熱を宇宙空間に逃げないように閉じ込めておく温室の

ような効果を持つ大気中の気体の総称。二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンなどがある。

近年、この温室効果ガスの増加による地球の温暖化が進み、気候の変化、海水面の上昇などの地

球的規模の環境問題が生じるとして憂慮されている。 
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                                施策 10 下水汚泥の有効利用を図る。 

           施策 11 下水処理水の再利用に努める。 

         施策 12 建設副産物の発生量の抑制と有効利用に 

努める。 

    

    

    

    

行動行動行動行動目標目標目標目標５５５５    リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル社会社会社会社会のののの実現実現実現実現    

下水道から発生する多量の下水汚泥や下水処理水を、原材料、資源と

してその価値を有効に活用し、地球環境に優しいリサイクル社会の実現

に向けた取り組みを行います。 

また、下水道工事に伴って発生する※１建設副産物の発生抑制や有効利

用を推進します。 

 

【施策の展開】 

本市の下水汚泥は、現在全量堆肥化しそのすべてをリサイクルしてい

ますが、今後とも増加する下水汚泥を安定的に処分するため、堆肥化に

よる緑農地利用を主とするほか、建設資材への利用も図ります。また、

下水処理水の再利用、建設副産物の発生量の抑制及び再生資源の積極的

な有効利用に努めます。 

目的２ 良好な地球環境の保全 

目的目的目的目的２２２２のののの体系体系体系体系    

行動目標３ 公共用水域の水質保全 

行動目標４ 地球環境への配慮 

行動目標５ リサイクル社会の実現 
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施   策 内   容 

（施策 10） 

下水汚泥の有効利用を

図る。 

・汚泥の有効利用を図るために、今後とも汚泥

の堆肥化を行う。 

・サツマソイルの販売促進を図る。 

・下水汚泥の減量化に努める。 

・サツマソイルの今後の需要や堆肥化場の能力

などを考慮し、堆肥化以外の処分方法とし

て、セメント原料化など建設資材への利用を

図る。 

（施策 11） 

下水処理水の再利用に

努める。 

・処理場内の機械用水や雑用水として、さらに

積極的な有効利用に努める。 

（施策 12） 

建設副産物の発生量の

抑制と有効利用に努め

る。 

・今後とも、計画・設計の工夫による建設副産

物の発生量の抑制とともに、再生資源の積極

的な有効利用に努める。 

   

※※※※１１１１建設副産物建設副産物建設副産物建設副産物    

                    建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、再生資源として、そのまま原材料となるもの（建

設発生土、金属くず等）、そのままでは廃棄物であるが、原材料として利用することにより再生

資源となるもの（コンクリート塊、建設発生木材等）、原材料として使用できない廃棄物（有害・

危険物）の３つに区分される。 
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目的目的目的目的３３３３    安定安定安定安定したしたしたした下水道事下水道事下水道事下水道事業業業業のののの運営運営運営運営とととと信頼性信頼性信頼性信頼性のののの向上向上向上向上    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

施策 13 水処理施設の集約化を図る。 

 施策 14 汚泥処理施設の集約化を図る。 

 

 

 

 

 

    

行動行動行動行動目標目標目標目標６６６６    処理処理処理処理場場場場のののの再編再編再編再編    

  本市の公共下水道の処理場は 6箇所ありますが、錦江処理場、南部処理 

場脇田分場、1号用地処理場、2号用地処理場の 4つの処理場は特に老朽化 

が進んでおり、改築費用の増加が予測されることと規模が小さいことから、 

さらに効率的な事業運営を図るため処理場の再編を行います。    

 

【施策の展開】 

処理場の再編にあたっては、汚水処理施設並びに汚泥処理・処分施設

の段階的な集約化を図ります。 

        安定安定安定安定したしたしたした下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業のののの運営運営運営運営とととと信頼性信頼性信頼性信頼性のののの向上向上向上向上のためにのためにのためにのために、、、、よりよりよりより効率的効率的効率的効率的なななな事事事事

業業業業のののの推進推進推進推進とととと市民市民市民市民にににに信頼信頼信頼信頼されされされされるるるる事業事業事業事業のののの運営運営運営運営にににに努努努努めますめますめますめます。。。。    

 

目的３ 安定した下水道事業の運営と信頼性の向上 

目的目的目的目的３３３３のののの体系体系体系体系    

行動目標６ 処理場の再編 

行動目標７ 効率的な維持管理 

行動目標８ 信頼性の向上 
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施   策 内   容 

（施策 13） 

水処理施設の集約化を

図る。 

・錦江処理場を始めとする老朽化が進み、かつ

規模の小さい４つの処理場については、計画

的、段階的に廃止し、南部処理場と谷山処理

場の２箇所に集約することを目指す。 

・廃止された処理場跡地については、有効利用

を図る。 

（施策 14） 

汚泥処理施設の集約化

を図る。 

・各処理場で発生した汚泥の処理については、

南部処理場へ圧送し処分する。 

・下水汚泥堆肥化場については、南部処理場へ

の汚泥処理施設の集約化に合わせて、南部処

理場敷地内に移転改築する。 
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  施策 15 施設の管理情報の充実を図る。 

  施策 16 効率的な運転管理に努める。 

  施策 17 長期展望に立った改築計画を策定する。 

  施策 18 下水道施設の有効活用を図る。 

 

 

 

 

 

行動行動行動行動目標目標目標目標７７７７    効率的効率的効率的効率的なななな維持管理維持管理維持管理維持管理    

  維持管理においては、施設の延命化を基本として、効率的かつ効果的

な維持管理に努め、費用の低減化を図ります。 

また、下水道施設の機能維持のためには、老朽化した施設の改築が不

可欠であり、事業費の平準化、財源の確保に努め、計画的に行なってい

きます。     

 

【施策の展開】 

下水道施設の状況を適確に把握するため、調査、診断、修繕、改良、

点検、運転など維持管理に関する情報のデータベース化及び共有化を図

り、より効率的な維持管理、運転管理に努めます。 

下水道施設の改築については、処理場の再編をふまえた上で長期展望

に基づいた改築計画を策定して、効率的な事業運営を図ります。 

目的３ 安定した下水道事業の運営と信頼性の向上 

目的目的目的目的３３３３のののの体系体系体系体系    

行動目標６ 処理場の再編 

行動目標７ 効率的な維持管理 

行動目標８ 信頼性の向上 
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また、下水道施設の有効利用を図ります。 

 

施   策 内   容 

（施策 15） 

施設の管理情報の充実

を図る。 

・施設管理情報のデータベース化及び共有化を

図る。 

（施策 16） 

効率的な運転管理に努

める。 

・情報管理、制御等の集中化を図り、効率的な運

転管理に努める。 

（施策 17） 

長期展望に立った改築

計画を策定する。 

・施設のＬＣＣをふまえるとともに、事業の平準

化を図った計画とする。 

・改築にあたっては、経済的、効率的な技術の導

入に努める。 

（施策 18） 

下水道施設の有効活用 

を図る。 

・管渠施設内の空間利用については、維持管理の

支障のない範囲で有効活用を図る。 

   

※※※※１１１１ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ（（（（ライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコストライフサイクルコスト））））    

  人工物が作られてから捨てられるまでに必要となる費用のことをライフサイクルコストと言う。具体

的には、処理場における機器の資本費や、電力料、薬品料、維持管理に係る人件費などの費用を指す。 
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                            施策 19 広報、広聴の充実を図る。 
        施策 20 経営の効率化を図る。 

        施策 21 下水道事業の成果目標を設定する。 

    

    

    

    

行動行動行動行動目標目標目標目標８８８８    信頼性信頼性信頼性信頼性のののの向向向向上上上上    

下水道事業に対する市民の信頼性の向上を図るため、開かれた事業の

推進や安定経営に努めます。 

 

【施策の展開】 

公共下水道への市民の関心を高め、理解を深めてもらうことは、事業

の推進上極めて重要であることから、下水道事業に関する情報を可能な

限り公開し、信頼される事業の推進に努めます。また、下水道事業の推

進による社会的な効果について、市民に理解しやすい指標を設定し、そ

の達成度について公表します。 

 

 

 

 

目的３ 安定した下水道事業の運営と信頼性の向上 

目的目的目的目的３３３３のののの体系体系体系体系    

行動目標６ 処理場の再編 

行動目標７ 効率的な維持管理 

行動目標８ 信頼性の向上 
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施   策 内   容 

（施策 19） 

広報、広聴の充実を図

る。 

  

・水道局ホームページ、市政広報紙並びに市政

広報告知番組を利用して事業運営に関する各

種情報の公開を行う。 

・「水道と下水道のしおり」「かごしま市の水

道と公共下水道」などパンフレット類の配布

を行う。 

・施設見学会や市政出前トークを通して、下水

道事業のＰＲに努める。 

・水道モニター制度の継続。 

・「下水道の日」行事の継続。 

（施策 20） 

経営の効率化を図る。 

・経営審議会の継続。 

・計画手法・設計手法・技術基準の見直しや、

新技術の活用等により、工事のコスト縮減を

推進する。 

・ＩＴ化の推進など、効率的な事業運営に努め

る。 

（施策 21） 

下水道事業の成果目標

を設定する。 

・下水道事業の成果を分かりやすく示すための

指標（処理人口普及率や水洗化率など）を設

定し公表する。 
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第第第第６６６６章章章章    構想構想構想構想のののの推進推進推進推進とととと施策施策施策施策のののの実施実施実施実施にににに向向向向けてけてけてけて    

 

本構想は、平成 35 年度を目標とし、下水道事業において今後目指すべき方

向性やその実現に必要な施策などを示したものでありますが、各行動目標に

示す施策を確実に、また効率的に実現させるために、今後 20 年間を計画期間

とする全体計画やこれを段階的に実施するための事業計画（認可計画等）を

策定し、さらに実施計画として中期財政計画を策定することとなります。 

特に、今後は処理場の再編や改築などに関する段階的整備計画の策定及び

定期的な見直しを行い、中期財政計画にこれらの計画を反映させることによ

り、健全な事業運営に努めます。 

 


